
（平成２１年７月２３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 22 件

厚生年金関係 22 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認福島地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



福島厚生年金 事案 458 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年３月から同年６月までの期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年３月 19 日に、資

格喪失日に係る記録を同年７月１日とし、当該期間の標準報酬月額を 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年２月 16日から同年７月１日まで 

私の厚生年金保険の加入記録では、Ａ社において昭和 36 年２月 16 日に

被保険者資格を喪失したことになっているが、その後も勤務は継続し、同

年７月１日にはＢ職として本採用されている。 

したがって、申立期間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が昭和 46 年６月から勤務したＣ社を継承するＤ社が保管する人事記

録（職員名簿）により、申立人は、申立期間より前の 35 年 12 月 26 日から

36 年２月 16 日までの期間及び申立期間のうち 36 年３月 19 日から同年７月

１日までの期間について、Ｅ職としてＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、申立人がＥ職としてＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間より

前の昭和 35 年 12 月 26 日から 36 年２月 16 日までについては、厚生年金保険

の加入記録が確認できるほか、申立期間当時の上司及び同僚は、「Ｅ職は、

採用時から年金制度に加入することになると思う。」と述べている上、Ｅ職

となった時期を記憶していた同僚９人中７人は、Ｅ職となった年月と厚生年

金保険の被保険者資格取得年月が一致することが確認できる。 

さらに、申立人は、昭和 36 年７月１日にＢ職に任命されたことが前述の人

事記録から確認できる上、同日からＦ共済組合の組合員となっていることが



社会保険庁のオンライン記録から確認できることから、同日にＡ社における

厚生年金保険の被保険者資格を喪失したものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 36 年１月の社会保険事務

所の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、保険料を納付したか否かについて不明としているが、当該期間の健

康保険厚生年金保険被保険者原票に記録された健康保険の整理番号に欠番が

無いことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考え難

い。仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合

には、その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、

いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録していない。これ

は通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ

資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 36 年３月から同年６月までの期間に係る保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 36 年２月 16 日から同年３月 18 日までの期間

については、申立人は、Ｇ職としてＨ社に勤務していたことが前述の人事記

録により確認できるが、Ｈ社は当該期間に厚生年金保険の適用事業所となっ

ていない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



福島厚生年金 事案 459 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 36 年８月 22 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年 10月５日から 36年８月 22日まで 

私は、昭和 33 年８月にＡ社にＢ職として採用され、同社が 35 年７月に

厚生年金保険に加入すると同時に、被保険者資格を取得した。その後も勤

務は継続している上、同年９月から、給与が日給制から月給制に変わった

にもかかわらず、同年 10 月５日に被保険者資格を喪失したことになってい

ることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社Ｄ支店から提出のあった履歴証明により、申立人は、申立期間におい

て、Ｅ職、次いでＦ職としてＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、社会保険庁のオンライン記録によれば、申立人と同じく昭和 35 年７

月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した同僚 11 人のうち、その後、

Ｇ共済組合に加入した６人中４人は同共済組合に加入するまでの間の被保険

者期間に空白が無いことが確認できる。 

さらに、当該同僚４人のうち、経歴を聴取できた一人は、申立人と同様に

昭和 35 年 11 月１日に雇用予定期間を２か月とするＥ職、次いで 36 年４月１

日にＦ職となったとしており、当該同僚は、Ｅ職又はＦ職であった期間も引

き続き厚生年金保険の被保険者となっていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 35 年９月の社会保険事務

所の記録及び同僚の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかではないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

  



福島厚生年金 事案 460 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 36 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年８月１日から同年 10月１日まで 

私は、昭和 36 年５月１日から同年 12 月末まで、Ａ社に、次いで同社内

にあったＢ社に引き続き勤務していたにもかかわらず、申立期間が厚生年

金保険の被保険者期間から欠落していることには納得できない。 

また、私は、前述のとおり継続して勤務していたことから、申立期間の

厚生年金保険料も継続して控除されていたものと確信している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票によれば、申立人は、Ａ社において昭和 36 年５月１日に厚生年金保

険の被保険者資格を取得し、同年８月１日に喪失後、Ｂ社が厚生年金保険の

適用事業所となった日と同日の同年 10 月１日にＢ社において被保険者資格を

取得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、Ａ社の同僚は、申立人は同社に勤務した後、引き続き同社内で申

立人が一人でＢ社の事務を行っていたとしていることから、申立人が、申立

期間において、同社と同一の場所で継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人は、申立期間を通じて、給与はＡ社の庶務係から直接受け取

っており、厚生年金保険料についても引き続き給与から控除されていたとし

ていることから、昭和 36 年８月１日からＢ社が厚生年金保険の適用事業所と

なる同年 10 月１日までの申立期間についても、厚生年金保険料の控除が継続



していたと考えるのが相当であり、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 36 年７月の社会保険事務

所の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

  



福島厚生年金 事案 461 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に

係る記録を昭和 55 年６月 20 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年６月 20日から同年７月１日まで 

私は、Ａ社に入社して以来、現在まで継続して勤務しており、申立期間

が厚生年金保険の被保険者期間から欠落していることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった人事記録カード、雇用保険の加入記録及びＣ健康保

険組合の記録により、申立人が申立てに係る事業所に継続して勤務し（昭和

55 年６月 20 日にＡ社Ｄ支店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年７月の社会保険事務

所の記録から、17万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかではないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



福島厚生年金 事案 462 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 40 年

６月３日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 18 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 40

年６月３日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 463 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 45 年

４月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 38 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 45

年４月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 464 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 61 年

12 月 10 日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録され

ているが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同

社における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 47 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 61

年 12 月 10 日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同

年２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社か

ら提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正

届に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期

間と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給

与台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務

し（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保



険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、47万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 465 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 38 年

９月 11 日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 32 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 38

年９月 11 日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 466 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 43 年

６月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 24 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 43

年６月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 467 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 51 年

４月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 20 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 51

年４月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 468 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 46 年

８月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 36 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 46

年８月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 469 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が平成元年

４月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 30 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が平成元

年４月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与



台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の訂正届及び給与台帳の

保険料控除額から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 470 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 45 年

６月８日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 24 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 45

年６月８日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 471 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 50 年

３月 21 日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 18 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 50

年３月 21 日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 472 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 45 年

３月５日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 19 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 45

年３月５日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＢ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、19万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 473 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 61 年

11 月４日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 22 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 61

年 11 月４日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 474 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 61 年

１月７日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 18 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 61

年１月７日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 475 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 61 年

12 月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 18 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 61

年 12 月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 476 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 53 年

６月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 16 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 53

年６月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 477 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 44 年

12 月 11 日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録され

ているが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同

社における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 20 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 44

年 12 月 11 日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同

年２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社か

ら提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正

届に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期

間と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給

与台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務

し（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保



険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 478 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 62 年

４月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 12 万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 62

年４月１日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、雇用保険の加入記録、前述の訂正届及び給与

台帳等の資料により、申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し

（平成２年３月１日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、12 万 6,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



福島厚生年金 事案 479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 46 年

７月 30 日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年２

月 28 日から同年３月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社

における資格喪失日を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 53 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月 28日から同年３月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成２年２月については、社会保

険事務所から「年金額に反映しない期間である。」との回答を受けたが、

当該期間についても厚生年金保険の年金額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 46

年７月 30 日、資格喪失日が平成２年３月１日とされ、当該期間のうち、同年

２月 28 日から同年３月１日までの期間については、同社を承継するＢ社から

提出された申立人の資格喪失日を同年３月１日とする資格喪失年月日訂正届

に基づき、社会保険事務所が６年１月 20 日付けで、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と確認し記録しているところ、前述の訂正届及び給与台帳等の資料により、

申立人が申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（平成２年３月１日に

Ａ社からＣ社に出向）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与



から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成２年１月の社会保険庁の

オンライン記録及び前述の訂正届から、53万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、前

述のとおり、事業主が資格喪失日を平成２年３月１日と届け出るべきところ

を同年２月 28 日として届け出たとして、当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に、訂正の届出を行ったものであることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成２年２月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



福島国民年金 事案 530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年８月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年８月から 47年３月まで 

私は、昭和 42 年８月にＡからＢ町の実家に戻り、実家が営む自営業に従

事するようになった。その際、父親が私の国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料については、父親が私の分も一緒に、Ｃ納税組合を通じて納

付していた。 

社会保険庁の記録では、申立期間の国民年金保険料が未納となっている

ので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳に、発行日が昭和 49 年６月３日と記録されてい

ることから、このころに国民年金の加入手続をしたものと考えられるが、こ

の時点で申立期間は時効により納付できない期間である上、それ以前に別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

また、申立人は、申立人の父親が納税組合を通じて国民年金保険料を納付

していたと述べているところ、当該組合に照会しても、申立期間当時の納付

状況等は確認できなかった。 

さらに、申立人は国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与し

ておらず、納付していたとする父親は既に死亡しているため当時の状況につ

いて証言が得られず、国民年金保険料の納付状況等について不明である上、

申立人の父親が、申立期間について申立人の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国

民年金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



福島国民年金 事案 531 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 47 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治 44年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 47年６月まで 

私は国民年金制度が発足してから国民年金に加入し、国民年金保険料を

納付していた。私の姉が国民年金に加入していなかったため、国民年金に

ついて姉に説明したところ、姉も国民年金に加入し、国民年金保険料を納

付した。 

私は、申立期間について、国民年金に加入し国民年金保険料も納付して

いたので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間は、10 年を超える期間となっているところ、申立人は、

明治 44 年４月１日以前の生まれであることから、制度上、10 年年金に任意

加入することは可能であったものの、10 年を超える期間について国民年金保

険料を納付することはできない。 

また、申立人は、申立人の説明により申立人の姉が国民年金に加入したと

主張しているが、申立人の姉は、明治 39 年４月２日より前の生まれであるこ

とから、国民年金に加入することはできない。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付につい

ての記憶が定かではない上、納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料が納付されていたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

加えて、社会保険事務所が保管する申立期間に係る国民年金手帳記号番号

払出簿及び国民年金受付処理簿を確認しても、申立人の氏名は無く、別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



福島厚生年金 事案 480 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27年 12月 30日から 28年８月１日まで 

社会保険事務所の被保険者記録照会回答票によると、私のＡ社における

厚生年金保険の加入記録は、昭和 28年８月１日から 29年３月 25 日までと

なっている。実際に入社したのは 27年 12 月 30日であり、被保険者期間が

短いと思うので、申立期間について、被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管する郵便はがき及び履歴書から、申立人は、申立期間におい

て、Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社の事業主は、申立期間当時、数か月の試用期間を設け、

当該期間には社会保険に加入させていなかったと思われると述べているほか、

同僚も試用期間があったことを記憶しており、入社の時期を覚えていた複数

の同僚の同社における厚生年金保険の加入日は、入社時期から数か月後の日

付となっている。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿によれば、申立期間において、申立人の氏名は無く、健康保険の整理

番号の欠番も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 481 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 22年３月から 24年３月まで 

② 昭和 26年７月１日から 28年９月１日まで 

申立期間①については、私の厚生年金保険の記録では、厚生年金保険の

資格取得日が昭和 24 年４月１日となっているが、22 年３月からＡ市にあ

った進駐軍キャンプの食堂でコック見習いとして勤務していたので、この

期間も厚生年金保険に加入していたと思う。 

その後の申立期間②については、厚生年金保険の未加入期間となってい

るが、申立期間②を含む昭和 24年 12月９日から 30年 12月 28日までＢ事

業所で継続して勤務していた。 

したがって、申立期間①及び②について、被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、進駐軍施設に勤務する日本人労働者は、日本政府

の被雇用者としての身分を有していたものの、社会保険制度が適用されたの

は昭和 24 年４月１日であり、社会保険庁の記録により、申立人は、同日付け

で厚生年金保険被保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

申立期間②については、申立人に係る社会保険庁の記録及びＣ県公文書館

が保管する進駐軍施設に係る「退職金支給手当台帳綴」により、Ｄ事業所が

管理をしていたＢ事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、日本政府とＥ軍との間で締結された労務基本契約により、

昭和 26年７月１日から進駐軍施設のクラブ、食堂など非軍事的業務に勤務す

る日本人労働者については、Ｅ軍の直接雇用に切り替えられ、日本政府の被

雇用者としての身分を失ったことから、厚生年金保険の被保険者資格を喪失



することとなった。 

また、前述の「退職金支給手当台帳綴」により、申立人は、Ｄ事業所を昭

和 26 年６月 30 日に退職していることが確認できることから、同年７月１日

に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している社会保険庁の記録に不自然な

点はみられない。 

さらに、社会保険庁の記録により、Ｂ事業所は、昭和 28 年９月１日に個人

を事業主として厚生年金保険の適用事業所となっていること、及び申立人も

同日付けで同事業所において被保険者資格を取得していることが確認でき、

申立期間②当時、同事業所は適用事業所となっていない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


